
高根沢町 法適用不利益処分個票

1

ID: 1890
担当部署: こどもみらい課

処分の概要

当該市町村の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所させ、又

は当該市町村以外の者の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入

所を委託して、保育を行う等の措置の解除

法 令 名

根 拠 条 項
児童福祉法 第24条第5項及び第6項

法 令 番 号 昭和22年法律第164号

【基準】

法第24条第5項及び第6項の規定による。

第24条

⑤ 市町村は、前項に規定する児童が、同項の規定による勧奨及び支援を行つても、なおやむ

を得ない事由により子ども・子育て支援法に規定する施設型給付費若しくは特例施設型給

付費(同法第28条第1項第2号に係るものを除く。次項において同じ。)又は同法に規定する地

域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費(同法第30条第1項第2号に係るものを除く。

次項において同じ。)の支給に係る保育を受けることが著しく困難であると認めるときは、

当該児童を当該市町村の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所させ、又

は当該市町村以外の者の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所を委託し

て、保育を行わなければならない。

⑥ 市町村は、前項に定めるほか、保育を必要とする乳児・幼児が、子ども・子育て支援法第

42条第1項又は第54条第1項の規定によるあつせん又は要請その他市町村による支援等を受

けたにもかかわらず、なお保育が利用できないなど、やむを得ない事由により同法に規定す

る施設型給付費若しくは特例施設型給付費又は同法に規定する地域型保育給付費若しくは

特例地域型保育給付費の支給に係る保育を受けることが著しく困難であると認めるとき

は、次の措置を採ることができる。

(1) 当該保育を必要とする乳児・幼児を当該市町村の設置する保育所若しくは幼保連携型

認定こども園に入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する保育所若しくは幼保連携

型認定こども園に入所を委託して、保育を行うこと。

(2) 当該保育を必要とする乳児・幼児に対して当該市町村が行う家庭的保育事業等による

保育を行い、又は家庭的保育事業等を行う当該市町村以外の者に当該家庭的保育事業等

により保育を行うことを委託すること。
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